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補
助
・
助
成

福
祉
関
係
手
当

・

年
金
の
申
請
を

①
児
童
扶
養
手
当

対
象

　

次
の
児
童
（
18
歳
に
達
す
る
日

以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の

児
童
・
中
度
以
上
の
障
害
を
有
す
る

場
合
は
20
歳
未
満
の
児
童
）
の
母
ま

た
は
父
か
、
養
育
し
て
い
る
人

・
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

・
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
出
生
し
た

　

児
童

・
父
ま
た
は
母
が
一
定
の
障
害
の

　

状
態
に
あ
る
児
童　

等

月
額
（
所
得
額
に
よ
り
異
な
る
）

　

１
０
，
１
２
０
円
～
４
２
，
９
１
０
円

※
子
ど
も
２
人
の
場
合
、
月
額
に

　

５
，
０
７
０
円
～
１
０
，
１
４
０
円

　

を
加
算
。

　

３
人
目
以
降
、
１
人
増
え
る
ご
と
に

　

３
，
０
４
０
円
～
６
，
０
８
０
円

　

を
加
算
。

②
特
別
児
童
扶
養
手
当

対
象

　

施
設
に
入
所
し
て
い
な
い
障
害

の
あ
る
子
ど
も
（
20
歳
未
満
）
を

養
育
し
て
い
る
人

月
額

　

重
度　

５
２
，
２
０
０
円

　

中
度　

３
４
，
７
７
０
円

※
①
～
②
に
は
所
得
制
限
が
あ
り

　

ま
す
。

③
児
童
福
祉
年
金

対
象

　

障
害
の
あ
る
子
ど
も
（
市
内
に

２
年
以
上
居
住
し
、
20
歳
未
満
）

を
養
育
し
て
い
る
人

月
額

　

障
害
重
度　

３
，
１
０
０
円

　

障
害
中
度　

２
，
６
０
０
円

　

県
で
は
母
子
家
庭
の
母
、
父
子

家
庭
の
父
、
寡
婦
に
各
種
資
金
を

お
貸
し
し
て
い
ま
す
。

貸
付
金
の
種
類

①
就
学
支
度
資
金
（
無
利
子
）

　

小
学
校

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４
０
，
６
０
０
円

　

中
学
校

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４
７
，
４
０
０
円

　
　

 
 
 
 
 
 

（
所
得
制
限
あ
り
）

　

高
等
学
校
等

　
　
　
　
　

１
５
０
，
０
０
０
円
～

　

大
学
等

　
　
　
　
　

３
７
０
，
０
０
０
円
～

母
子

・
父
子

・
寡
婦
家
庭
に

各
種
資
金
を
お
貸
し
し
ま
す

　

大
学
院

　
　
　
　
　

３
８
０
，
０
０
０
円
～

②
修
学
資
金
（
無
利
子
）

　

高
等
学
校
等

　
　

月
額　

２
７
，
０
０
０
円
～

　

大
学
等

　
　

月
額　

６
７
，
５
０
０
円
～

※
①
②
の
額
に
つ
い
て
は
、
自
宅
・

　

自
宅
外
通
学
、
学
校
の
種
別
に

　

よ
り
異
な
り
ま
す
。

③
技
能
習
得
資
金
（
無
利
子
）

　

月
額　

６
８
，
０
０
０
円

④
就
職
支
度
金
（
無
利
子
）

　

１
回
１
０
０
，
０
０
０
円

※
そ
の
他
の
貸
付
金
に
つ
い
て
は

　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

広
島
県
西
部
東
厚
生
環
境
事
務
所

　

厚
生
課
医
療
福
祉
係

　

☎
０
８
２-

４
２
２-

６
９
１
１

　

社
会
福
祉
課
子
ど
も
福
祉
係

　

☎
22-

７
７
４
２

bousai.takehara-city@raiden3.ktaiwork.jp【日本語用】　
迷惑メール防止設定をしている人は「takehara-city@raiden3.ktaiwork.jp」を受信できるようご確認ください。

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の

ご
家
族
の
み
な
さ
ん
へ

　

「
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
に

対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す

る
法
律
」
の
公
布
・
施
行
に
伴
い
、

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
ご
家
族
は

補
償
金
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

対
象　

　

平
成
８
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
ハ
ン
セ
ン
病
の
発
病
歴
・
国
内

等
居
住
歴
の
あ
る
人
と
次
の
①
～

⑦
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る

人
で
、
現
在
生
存
さ
れ
て
い
る
人

①
配
偶
者
（
事
実
婚
の
配
偶
者
含
む
）

②
親
、
子

③
１
親
等
の
姻
族
等
で
あ
っ
て
、

　

ハ
ン
セ
ン
病
歴
の
あ
る
人
と
同

　

居
し
て
い
た
人

④
兄
弟
姉
妹

⑤
祖
父
母
・
孫
で
あ
っ
て
、
ハ
ン

　

セ
ン
病
歴
の
あ
る
人
と
同
居
し

　

て
い
た
人

⑥
２
親
等
の
姻
族
等
で
あ
っ
て
、

　

ハ
ン
セ
ン
病
歴
の
あ
る
人
と
同

　

居
し
て
い
た
人

⑦
曾
祖
父
母
、
ひ
孫
・
お
じ
・
お

　

ば
・
お
い
・
め
い
で
あ
っ
て
ハ

　

ン
セ
ン
病
歴
の
あ
る
人
と
同
居

　

し
て
い
た
人

補
償
金
額

　

①
～
③　

１
８
０
万
円

　

④
～
⑦　

１
３
０
万
円

請
求
手
続
き

　

請
求
書
は
、
厚
生
労
働
省
に
郵

送
し
て
く
だ
さ
い
。
請
求
書
の
様

式
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る

ほ
か
、
御
連
絡
さ
れ
れ
ば
個
別
に

郵
送
も
さ
れ
ま
す
。

請
求
期
限

　

令
和
６
年
11
月
21
日

問
い
合
わ
せ

　

請
求
書
の
提
出
や
請
求
に
関
す

る
ご
相
談
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労

働
省
（
健
康
局
難
病
対
策
課
ハ
ン

セ
ン
病
元
患
者
家
族
補
償
金
支
給

業
務
室
）
の
次
の
担
当
窓
口
に
御

連
絡
く
だ
さ
い
。

　

〒
１
０
０-

８
９
１
６

　

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
１-

２-

２

　

☎
03-

３
５
９
５-

２
２
６
２

　

E-mail

　

h
o
s
h
o
u
k
i
n
@
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p

※
受
付
時
間

　

月
曜
日
～
金
曜
日

　

（
土
日
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

　

10
時
～
16
時

問
い
合
わ
せ

　

社
会
福
祉
課
子
ど
も
福
祉
係

　

☎
22-

７
７
４
２
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生
活
情
報

公
的
年
金
等
の
源
泉

徴
収
票
が
届
き
ま
す

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

　

平
成
31
年
１
月
～
令
和
元
年
12

月
中
に
老
齢
（
退
職
）
年
金
を
受

給
さ
れ
た
人
全
員
に
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
「
公
的
年
金
等
の
源
泉

徴
収
票
」
が
１
月
下
旬
に
送
付
さ

れ
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
１
年
間
で
支
払
わ
れ

た
年
金
の
金
額
や
源
泉
徴
収
さ
れ

た
所
得
税
額
等
を
お
知
ら
せ
す
る

も
の
で
す
。

申
告
の
際
に
必
要
で
す

　

市
県
民
税
の
申
告
や
所
得
税
の

確
定
申
告
を
す
る
人
は
、
こ
の
源
泉

徴
収
票
を
添
付
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
も
し
、
源
泉
徴
収
票
を
紛
失

し
た
場
合
は
再
交
付
が
で
き
ま
す

の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
「
障
害
年
金
」
や
「
遺

族
年
金
」
に
つ
い
て
は
非
課
税
対

象
の
た
め
、
源
泉
徴
収
票
の
送
付

は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
源
泉
徴
収
票
の
再
交
付
は
発
送

　

ま
で
に
２
週
間
程
度
か
か
り
ま

　

す
。
お
急
ぎ
の
場
合
は
、
年
金

　

事
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

呉
年
金
事
務
所

　

☎
０
８
２
３-

22-

１
６
９
１

　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０-

05-

１
１
６
５

２
０
２
０
年
農
林
業

セ
ン
サ
ス
を
実
施
し
ま
す

　

農
林
業
に
関
す
る
調
査
を
２
月

１
日
現
在
で
全
国
一
斉
に
実
施
し

ま
す
。
調
査
結
果
は
、
農
林
業
施

策
の
基
礎
資
料
や
農
業
経
営
安
定

等
の
施
策
に
活
用
さ
れ
る
重
要
な

調
査
で
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

防災情報メールサービスへ登録を―市から防災情報を無料で配信―
12ページ上部ＱＲコードまたはＵＲＬへ空メールを送信後、配信希望内容を選択すれば登録完了

人のうごき
（住民基本台帳登録者数）

人口　　　　　２５，１４３人

男　　　　　　１２，００３人

女　　　　　　１３，１４０人

　　　　　　１２，３２１世帯

１年前　　　　２５，７１３人

５年前　　　　２７，８１２人

　　－ 11 月 30 日現在－

献血のお知らせ
日時　２月５日（水）

時間　９時 15 分～ 11 時 00 分

場所　ふれあいステーションただのうみ

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

蜜
蜂
飼
育
届
に
つ
い
て

　

飼
育
群
数
の
多
少
に
限
ら
ず
蜜

蜂
を
飼
育
す
る
場
合
は
、
「
蜜
蜂

飼
育
届
」
の
提
出
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

毎
年
１
月
末
ま
で
に
県
に
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。
（
手
数
料
は

か
か
り
ま
せ
ん
。
）

　

た
だ
し
、
園
芸
作
物
の
花
粉
交

配
用
に
飼
育
す
る
場
合
な
ど
届
出

が
不
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

広
島
県
畜
産
課

　

☎
０
８
２-

５
１
３-

３
６
０
４

　

広
島
県
西
部
畜
産
事
務
所

　

☎
０
８
２-

４
２
３-

２
４
４
１

調
査
対
象 

　

農
林
業
を
営
む
世
帯
及
び
法
人

調
査
方
法

　

１
月
中
旬
か
ら
調
査
員
が
訪
問

し
ま
す
。

※
調
査
票
に
記
入
い
た
だ
い
た
内

　

容
は
、
統
計
以
外
の
目
的
で
使

　

用
し
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ

　

総
務
課
行
政
係

　

☎
22-

７
７
１
９

受
動
喫
煙
防
止
対
策

　

４
月
１
日
か
ら
、
改
正
後
の
健

康
増
進
法
及
び
改
正
広
島
県
が
ん

対
策
推
進
条
例
が
全
面
施
行
と
な

り
、
屋
内
の
原
則
禁
煙
、
学
校
や

児
童
福
祉
施
設
等
で
、
屋
外
喫
煙

所
の
設
置
が
で
き
な
く
な
る
な

ど
、
受
動
喫
煙
防
止
対
策
が
一
層

強
化
さ
れ
ま
す
。
受
動
喫
煙
の
防

止
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
経
過
措
置
と
し
て
、
４
月
１
日

　

時
点
で
営
業
し
て
い
る
経
営
規

　

模
の
小
さ
な
飲
食
店
に
つ
い
て

　

は
、
喫
煙
可
能
室
（
喫
煙
し
な

　

が
ら
飲
食
可
能
）
の
設
置
が
可

　

能
と
な
り
ま
す
。

※
対
象
と
な
る
施
設
な
ど
は
、「
広

　

島
県
な
く
そ
う
受
動
喫
煙
」
を

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
、

　

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

広
島
県
健
康
福
祉
局
が
ん
対
策
課

　

☎
０
８
２-

５
１
３-

３
０
６
３

広告
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募
集

　

県
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し

ま
す
。

募
集
住
宅

　

市
内
の
県
営
住
宅
の
う
ち
、
新

た
に
空
家
が
生
じ
た
住
宅

県
営
住
宅
の
入
居
申
請

甲
種
防
火
管
理
再
講
習

日
時
２
月
13
日
㈭　

９
時
～
12
時

場
所　

東
広
島
市
消
防
局

定
員　

80
人

持
参
す
る
物　

筆
記
用
具

費
用

　

テ
キ
ス
ト
代
２
，
０
０
０
円

　

※
当
日
、
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　

１
月
31
日
㈮

申
込
方
法

　

受
講
申
請
書
で
申
し
込
み
。
受

講
申
請
書
は
市
内
の
消
防
署
・
分

署
で
配
布
、
ま
た
は
東
広
島
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

東
広
島
市
消
防
局
予
防
課

　

☎
０
８
２-

４
２
２-

６
３
４
１

　

国
有
林
の
事
業
運
営
等
に
つ
い

て
、
国
民
の
み
な
さ
ん
の
理
解
を

深
め
る
と
と
も
に
、
ご
意
見
や
ご

要
望
を
お
聞
き
し
て
国
有
林
野
行

政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
令
和
２

年
度
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し

ま
す
。

任
期

　

４
月
１
日
～
令
和
３
年
３
月
31
日

対
象

　

広
島
県
内
に
お
住
ま
い
で
、
森

林
・
林
業
及
び
国
有
林
に
関
心
の

あ
る
成
人
の
方
。
た
だ
し
、
国
会

国
有
林
モ
ニ
タ
ー
募
集

及
び
地
方
議
会
の
議
員
、
地
方
公

共
団
体
の
長
、
常
勤
の
国
家
公
務

員
、
平
成
29
年
度
か
ら
令
和
元
年

度
ま
で
３
年
間
連
続
し
て
国
有
林

モ
ニ
タ
ー
を
務
め
ら
れ
た
方
は
除

き
ま
す
。

申
込
期
限　

１
月
31
日
㈮

※
募
集
の
詳
細
は
、
近
畿
中
国
森

　

林
管
理
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

　

覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

近
畿
中
国
森
林
管
理
局

　

総
務
企
画
部
企
画
調
整
課

　

林
政
推
進
係

　

☎
０
６-

６
８
８
１-

３
４
０
６

受
付
期
間

　

１
月
30
日
㈭
、
１
月
31
日
㈮

　

２
月
３
日
㈪

　

８
時
30
分
～
17
時

※
最
終
日
消
印
有
効

受
付
場
所

　

株
式
会
社
く
れ
せ
ん

　

（
東
広
島
市
西
条
昭
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お詫びと訂正

　広報 12 月号の「民生委員・児童委員の紹介」

に誤りがありました。お詫びして訂正します。

７ページ　次に示す「担当地区」二箇所

氏名 担当地区

吉川　栄作
皆実・ビレッジハウス竹原１号棟、

２号棟

氏名 担当地区

吉川　栄作 皆実・促進住宅

氏名 担当地区

川西　好治
西条・中条・ビレッジハウス

大乗１号棟、２号棟・電発住宅

氏名 担当地区

川西　好治
西条・中条・

雇用促進住宅・電発住宅
誤

正

誤

正

お詫びと訂正

　竹原市防災ハザードマップ（令和元年 12

月発行）において、誤りがありました。訂正

内容については以下の通りです。お詫びして

訂正します。

問い合わせ

　危機管理課　☎２２-２２８３

ページ 名称
対応災害

土砂

46 ライフサポートホーム聖恵 ○

誤

正

誤

正

ページ 名称
対応災害

土砂

46 ライフサポートホーム聖恵

ページ 名称
対応災害

土砂

44 忠海小・中学校体育館 ○

ページ 名称
対応災害

土砂

44 忠海小・中学校体育館

ページ 内容 誤 正

14
ため池名の

誤り

15 鷲の森小池 15 鷺の森小池

17
40 楢木小池
41 楢木大池

40 猶木小池
41 猶木大池

れんらく板
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令和２年度奨学金・修学支度金の希望者を募集

制度名称 竹原市修学支度金 竹原市奨学金
竹原市奨学金基金 / 久保谷奨学金基
金 /中国生コンクリート奨学金基金

対
象

貸 付
対 象 者

高校・専門学校・大学へ
の入学が確実な人

高校・高等専門学校（１～３年生）に在学し
ている人、または入学が確実な人

大学・高等専門学校（４・５年生）・専門学校に在
学している人、または入学が確実な人

資 格
○借受人または保護者が市内に居住していること
○修学支度金および教育費等の支払いが困難であること　○向学心が旺盛であること

貸
付
内
容

貸 付 者 審査によって決定します。（４月中旬）

貸 付 額
（ 予 定 ）

高校　　　10 万円以内
専門学校　30 万円以内
大学　　　30 万円以内

国公立高校・高等専門学校
　…月額１万円以内
私立高校…月額２万円以内

月額３万円以内

貸 付 時 期 入学時に１回 在学する学校の正規の修学期間とし、原則、学期の始めに年３回に分けて貸付。

貸付金の利子 無 利 子

返還方法
卒業して半年後に返還開始 ※進学すれば、その間は返還を猶予することができます。

10 年以内に半年賦の方法
で返還

９年以内に月賦・半年賦または年賦
の方法で返還

10 年以内に月賦・半年賦または年賦の
方法で返還

　経済的な理由で、高等学校・大学等への修学が困難な人を対象に、教育費（奨学金）や入学時に必要

な資金（支度金）の貸付制度（無利子）を設けており、希望者を次のとおり募集します。

受付期間　３月 13 日（金）～ 30 日（月）

申し込み・問い合わせ　申請書（教育振興課に備え付け・市ホームページへ掲載）に必要書類を添付し、

　教育振興課教育企画係（☎２２-２３２９）へ。

広島県特定（産業別）最低賃金が改定されました
　12 月 31 日から、製鉄業等８業種の特定最低賃金が改定されました。

特定（産業別）最低賃金が
適用される業種

最低賃金額
（時間額）

製鉄業等 969 円

金属製品製造業等 922 円

はん用機械器具等製造業等 934 円

電子部品等製造業等 895 円

自動車・同附属品製造業等 914 円

船舶等製造業等 956 円

各種商品小売業等 878 円

自動車小売業等 912 円

※賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者

に　は、賃金引上げのための助成金制度（業務改

善　助成金、　キャリアアップ助成金、人材確保

等　支援助成金）があります。

※制度の詳細については、広島労働局または広島

　働き方改革推進支援センターのホームページを

　ご覧ください。

問い合わせ

　広島労働局賃金室　☎０８２-２２１-９２４４

　三原労働基準監督署　☎０８４８-６３-３９３９

税金に関する
夜間窓口

　事前に連絡をしていただけれ

ば、納税に関する相談を受け付

けます。ぜひご利用ください。

場所　税務課

時間　平日20時まで（要相談）

問い合わせ　

　税務課収納係

　☎２２-７７３２

竹原市交通安全標語決定！
【竹原市長賞】

『明るくも　早めのライト　事故防止』 竹元 孝大 さん（竹原西小学校６年）

【竹原警察署長賞】

『そこの君　とびだす前に　周り見て』 道面 莉紗 さん（荘野小学校５年）

【竹原地区交通安全協会長賞】

『ゆずり合う　その心こそ　宝物』 升谷 希 さん（竹原西小学校６年）

　竹原市長賞の作品は、国道１８５号の高崎町交通安全懸垂塔に年間を

通じて掲示します。たくさんのご応募ありがとうございました。

問い合わせ　危機管理課　☎２２-２２８３


